
平成 1 8 年の医療制度革を 念頭においた 医療計画の見面しの 方向性 

(1) 住民・患者に 分かりやすい 保健医療提供体制の 実現住民 ゃ 患者の視点を 尊重した医療 帝渡 政司 

主要な疾病又は 事業 ( がん、 脳卒中、 急性心筋梗塞、 糖尿病、 小児救急を含む 小児医療と周産期医療、 災害医療、 へき地 

医療など ) について、 どのような対策が 講じられているか、 住民・患者に 分かりやすいものとしてその 内容を医療計画に 明 

示するとともに、 医療サービスの 提供者・住民 ( 患者 ) 双方が情報を 共有し、 客観的に評価できるような 方法を検討。 あ わ 

せて、 都道府県が主要な 疾病ごとに診療ネットワークを 構築できるように 改革。 

  (2) 質 ； モ 高く効率的で 検証可能な保健医療毛引其体制の 構築 徽値 目標と評価の 導入に よ る実効性あ る 医痔十軋 

医療計画の作成から 実施に至る一連の 政策の流れを、 主要な疾病ごとの 医療機能の把握、 適切な保健医療提供体制の 明示 

( 数値目標の設定 ) 、 数値目標を達成するための 活動計画としての 医療計画の立案とそれに 基づく事業の 実施及び事業実施 

後の客観的な 政策評価による 医療計画の見直しという 実効性のあ るものに改革。 

(3) 都道府県が自主， 性 ・裁量，性を 発揮することによる 地域に適した 保健医療提供体制の 確 古 

日常医療 圏 における医療機能の 把握や各医療機関の 医療機能の内容に 関する住民への 情報提供など 医療計画の作成・ 実施 

に当たっての 都道府県の役割を 強化。 国は都道府県の 役割を支援するために 制度上や財政上の 支援を実施。 
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金 基準病床数制度 ( いわゆる病床規制 ) については、 医療費への影響の 観点、 救急医療やへき 地医療など採算に 乗らない医療 

の 確保・入院治療の 必要性を客観的に 検証する仕組みの 未確立等から 5l き 続き存続させる 方向。 
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( 国の役割と責務 : 保健医療提供体制のビジョンの 実現 ] 

ひ がんについて づ 研究、 予防及び医療を 総合的に推進し、 がんの罹患率と 死亡率を激減させること 

今 脳卒中について づ 健康増進、 予防及び入院治療から 在宅復帰までの 医療を日常医療 圏 に構築すること 

金 小児救急を含む 小児医療について づ ①子どもがいつでも 適切な医療を 受けられるよう 小児救急医療体制をすべての 日常医療 圏 に構築すること 

②小児医療施設の 役割分担と連携を 推進し、 小児科 E 師の適正な配置を 図ること など 

[ 国が担 う べき事務 : 全国共通した 主要な疾病ごとの 指標の提示 ] 

大都道府県が 当該日常医療圏の 適切な医療資源を 把握しやすいとう、 国が患者の疾病動向等に 関する全国共通の 指標を提示 

i 
・全国共通の 指標によって 都道府県の医療機能、 患者の疾病動向等が 明確になることにより、 質の高い医療 

提供体制の構築に 向けた実効性のあ る都道府県の 政策が期待 

・客観的な基準による 各種支援 ( 交付金・補助金・ 政策融資など ) による政策の 透明性の向上 

・政策評価による 翌年度にっながる 都道府県の医療計画の 見直し 

[ 国による調査の 実施 : 全国規模の主要な 疾病ごとの医療機能調査の 実施 ] 

大全国規模の 医療機能調査を 実施し、 主要な疾病ごとに 必要な医療機能を 明らかにする 

（ 

・全国規模の 医療機能調査によって 把握したデータの 公表 

・すべての国民が 当該情報を活用できるような 環境の整備 

づ 客観的なデータに 基づく保健 E 療 提供体制の構築 
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凶日常の生活において、 原則として、 主要な疾病ごとに 患者が必要とする 外来医療及び 入院医療が完結する 圏域を「日常医療 囲 という。 
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[ 都道府県の役割と 責務 : 質の高い効率的な 保健医療提供体制の 構築 ] 

今 がんについて ( 例 )  づ がんの死亡率を 00% 改善 

今 脳卒中について ( 例 )  づ 脳卒中患者の 在宅復帰率を 00% 増加 

今 小児救急を含む @lt 呪医療について ( 例 )  づ すべての日常医療 圏で 24 時間いつでも 初期救急医療を 含む小児医療を 受診できる体制を 構築 など 

  
    

[ 都道府県が担うべき 事務 : 主要な疾病ごとの 診療ネットワークを 構築し医療計画に 明示すること ] 

去 都道府県が当該日常医療 圏 に必要な医療資源を 把握し、 主要な疾病ごとの 診療ネットワーウを 構築すること。     
    

[ 都道府県による 医療機能調査の 実施 : 主要な疾病ごとの 医療機能調査の 結果を公表すること ] 

安国が示す全国共通の 指標に沿って 医療機能調査を 実施し、 主要な疾病ごとの 適切な医療機能を 明らかにする   
づ 客観的なデータに 基づく保健医療提供体制の 構築 



  

数値目標によって 住民・患者に 分かりやすい 医療計画制度の 推進による医療の 質の向上 
  

(1) 国として将来のあ るべき保健医療提供体制のビジョンを 提示するとともに、 都道府県が当該日常医療 圏 に必要な医療資源 

を 把握できるよ う 、 患者の疾病動向等に 関する全国共通の 指標を提示。 

 
 

(2) 都道府県は 、 国の提示する 指標を基に医療姉一 ズと 既に有する医療資源を 把握し、 その状況を公表。 あ わせて、 今後あ る 

べき医療を推進するための 数値目標を医療計画に 明示。 

(3) 都道府県は数値目標の 達成に向けた 具体的な方策を 医療計画で立案し、 住民に公表。 

 
 

(4) 国は数値目標が 明示された都道府県の 医療計画や現状の 都道府県の医療資源、 患者の疾病動向等を 勘案し、 客観的な基準 

  

に 沿って各種支援を 実施。 

(5) 国が示す全国共通の 政策評価項目に 従って、 都道府県は数値目標と 現況を比較し 、 新たな医療計画を 立案 ( 見直し ) 。   

      % 安な疾病ごとの 診療ネットワークの 構築 県 府 都 道 ・王民・患者に 分かり モ すい主要な疾病ごとの 数値目標の設定 

主要な疾病ごとの 数値目標と 

親方策を医療育ⅠⅠ画に 明示 
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医療計画の作成に 係る国と都道府県の 役割の見直しに 伴 う 新しい保健医療行政の 姿 ( イメージ ) 

～ 都道府県の裁量性の 向上と望ましい 保健医療提供体制の 構築に向けた 国による支援との 両立 ( 共働 )  ～   
                                                        現行の国と都道府県の 関係                       
            

; 医療法第 30 条の 4: 厚生労働大臣は、 医療計画の作成の 手 ; 

        法 その他医療計画の 作成上重要な 技術的事項について、 ; 

      都道府県に対し、 必要な助言をすることができる。 
  
  
  

  
  

; 今 現行の国の医療政策に 関する役割についての 課題 

; づ 医療法が定める 良質かつ適切な 医療を効率的に 提供する 
  

;  体制の確保に 関する国の責務に 対する具体的な 役割が不 

;  明確。 

cn  i づ 今後、 量だけでなく 質を重視した 効率的な医療提供体制 
  

;  に重点化する 中で、 質の高 い 効率的な医療提供体制に 関 
  

      する国の基本的な 政策を法律上明確にする 必要性が高ま ; 

        っていること。 
  
  
  
  

        づ 法令上の明確な 位置づけの下、 透明性の高い 客観的な政         

;  策 誘導を行うことが 求められていること。 
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今今後特に求められる 都道府県の役割 

の具体的な数値目標の 設定と政策評価による 実効性・透明 

性の高 い 医療提供体制の 構築 

②医療機能の 分化・連携を 通じた効率的で 良質な保健医療 

ま則 失体制の構築 

③自由度の高い 交付金・補助金による 都道府県の裁量性の 発揮 

づ国は法律に 基づいて都道府県の 保健医療提供体制を 情報 

面と財政面で 強力に支援。 

医療計画の策定及びその 実施状況の政策評価に 関する基本 

的な事項 ( 案 ) 

づ 都道府県に対し 以下の内容を 要請。 

( り 主要な疾病ごとの 医療機能についての 状況把握 
(2) 保健医療提供体制の 量的・質的な 数値目標の設定 
(3) 数値目標に関する 達成状況に係る 政策評価の実施 




